
船舶インシデント調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年６月１２日 １２時１７分ごろ 

発生場所 東京都江東区夢の島南東方沖（荒川河口） 

 １５号地南信号所から真方位０３１°１.１海里付近 

 （概位 北緯３５°３７.８′ 東経１３９°５０.８′） 

インシデントの概要  プレジャーボートINFINITY
イ ン フ ィ テ ィ

は、航行中、主機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年８月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート INFINITY、１９トン 

２３５－４７６９５神奈川、株式会社INFINITY 

ディーゼル機関（２基）、船内機、４サイクル、出力５３５.４４ 

kＷ（合計）、回転数毎分３,０００、６気筒、ボア１０２mm、使用

燃料軽油、平成１９年１１月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約３.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、東京都江東区

のマリーナを出航して荒川河口を南進中、船長が、ピィという異音を

聞いたが、何の異音か分からないまま航行を続けたところ、船尾側に

白煙を認めたので、主機に異常が生じたと思い、主機を停止した。 

船長は、マリーナに連絡するとともに１１８番通報を行い、来援し

た船舶によってマリーナにえい
．．

航された。 

 船長は、主機の始動時、キュルキュルという異音を生じたものの、

気にせずに出航したが、本インシデント後、Ｖベルトが固着したプー

リで擦れた音であると思った。 

船長は、本インシデント後、航行中に発生した異音が冷却海水高温

警報であることが分かった。  

 船長は、本インシデント後、海上保安庁の検査に立ち会ったとこ

ろ、主機冷却海水ポンプ（以下「本件ポンプ」という。）を駆動する

Ｖベルトが破断していること及び冷却清水膨張タンクのリザーブキャ

ップが外れていることを認めたので、本件ポンプが吸引不能となり、

主機冷却清水の温度が上昇し、冷却清水膨張タンクから噴き出した清

水が主機外面に付着して蒸発し、水蒸気が生じたことが判明した。 



 修理業者は、プーリが完全に固着していたことが判明し、本件ポン

プ等を一式で新替した。 

船舶所有者は、本船を中古で令和２年８月ごろに購入し、本インシ

デント時まで主機の点検を行っていなかった。 

分析 本船は、中古で令和２年８月ごろに購入してから一度も主機の点検

を行っていなかったところ、主機の始動時に異音が発生していたもの

の、原因を突き止めずに発航したことから、本件ポンプを駆動するＶ

ベルトが破断して冷却海水の送水ができなくなり、主機の冷却清水温

度が上昇し、主機の運転ができなくなったものと考えられる。 

原因 

 

 本インシデントは、本船が、中古で令和２年８月ごろに購入してか

ら一度も主機の点検が行われていなかったところ、主機の始動時に異

音が発生していたものの、原因を突き止めずに発航したため、本件ポ

ンプを駆動するＶベルトが破断して冷却海水の送水ができなくなり、

主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、主機を始動時に異音が生じた場合、異音の原因を突き止

め、修理してから出航すること。 

 ・船舶所有者は、船長が整備を行えない箇所について、整備業者に

定期的な点検を依頼すること。 

 


